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１ 総合計画（改訂基本計画）の策定へ向けて 

（１）総合計画の役割 

ア 市政運営の基本となる方向性を示した最上位の計画 

   ・平塚市自治基本条例第 19 条を策定根拠とする最上位計画 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 市政運営を総合的、計画的に進めるための基本となる計画で、市民と市が共通の理念をもち、 

まちづくりの推進を図っていくためのもの 

  ウ 国、県、近隣市町村などに本市の姿勢を示し、協力・連携・調整を求めていく際の基本となる

計画 

 

（２）構成 

 総合計画はまちづくり指針の実現に向けて、『基本計画』－『実施計画』の２層で構成されて 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市総合計画の概要と策定体制・スケジュール 

平塚市自治基本条例 

（総合計画等） 

第１９条 市は、この条例の趣旨に基づき、総合的かつ計画的な市政運営の基本となる計画（以下「総

合計画」といいます。）を策定します。 

２ 市の執行機関は、総合計画の進行管理を行い、その状況をわかりやすく公表します。 

３ 市の執行機関は、行政分野ごとの計画の策定に当たっては、総合計画との整合を図ります。 

 

令和元年７月２４日 

第１回総合計画審議会 資料１ 

平塚市自治基本条例 （まちづくりの指針） 

第８条 市は、次に掲げる指針により、市民が幸せに暮らすまちを目指します。 

（１）世界の人々と相互理解を深め、多様な文化が共生し、人々が平和に共存するまちにします。 

（２）豊かな人間性と文化をはぐくみ、基本的人権を擁護するまちにします。 

（３）互いに支え合い、誰もが安心して、安全に暮らすまちにします。 

（４）自然環境と都市基盤が調和し、自然と人が共生するまちにします。 

（５）産業を培い、活力とにぎわいのあるまちにします。 
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（３）計画期間 

基本計画の計画期間は、平成 28～令和５年度の８年で、策定後４年で見直すものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

２ 国の動向に伴う本市の対応 

 （１）国の動向 

国は、人口問題に対する基本認識を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、人口

減少と地域経済縮小の克服などに対する基本的な考え方を示した「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を閣議決定し、地方創生の実現に向けた取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本市の対応 

本市でも、まち・ひと・しごと創生基本法に基づき、平成 27 年度に「平塚市人口ビジョン」

及び「平塚市総合戦略」を策定し、地方創生の実現に向けた取組を進めています。 

なお、「平塚市総合戦略」は、総合計画と一体的に策定しており、総合計画の重点施策部分が

「平塚市総合戦略」に相当します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H28 H29 H30 H31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

市長任期 市長任期 市長任期 

現・基本計画（４年） 改訂基本計画（４年） 次期総合計画 

策定後 4 年（今回）の見直し 次回の計画策定 
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３ 策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁  議 

平塚市総合計画（改訂基本計画） 策定 

市 長 

案の作成 

 
部局長による基本計画の

最終案を策定 

 

部局長２２人 

 

庁内策定委員会 

 
 
改訂の視点を踏まえ、総合計
画に定める施策や成果指標
に対して、各課とのヒアリン
グなどを通じて、庁内調整を
する。 

事務局：企画政策課 

 
市議会から意見を

聴取 

市議会 
意見 

報告 

意見 
 

パブリックコメント 

市民意識調査 

転入出者アンケート 

広報・ホームページ 

 

市民参加 

情報 

提供 

意見  
委員会から意見を 

聴取 

行政改革推進 

委員会 

諮問 

答申  
委員２２人 

総合計画審議会 

[所掌事務] 
・総合計画（改訂基本計画）

の最終案を策定すること。 
・最終案に係る総合調整に関

すること。 
・その他最終案策定に関し、

必要な事項に関すること。 
 
[開催頻度] 
部長会議と同日、月１回程度 
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４ 策定スケジュール 

策定委員会及び総合計画審議会の開催については、次のとおり予定しています。 

策定委員会 総合計画審議会 

開催日 議題 開催日 議題 

第１回 5 月 31 日（金） 
・改訂趣旨等 

（考え方、体制、スケジュール） 
   

第２回 6 月 2８日（金） 

・踏まえるべき事項の整理 

（現計画振り返り、将来人口推

計及び将来展望、ＳＤＧｓ等） 

   

第３回 7 月 2６日（金） ・重点施策の設定 第１回 ７月 24 日（水） 

・策定の趣旨 

・施策（主に重点施策） 

の整理 

第４回 ８月 2３日（金） ・一次素案たたき台の策定    

   
第２回 

９月下旬～ 

10 月上旬 
・一次素案の策定 

   

パブリックコメント（10 月中旬から 11 月中旬） 

第５回 11 月下旬 ・二次素案の策定    

   第３回 12 月上旬 ・二次素案の策定 

第６回 １月下旬 ・案の策定 

第４回 １月上旬 ・素案の諮問 

手交 １月中旬 ・素案の答申 

2 月 庁議 

 


